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○ 越谷都市計画生産緑地地区の変更に係る図書の写しの縦覧（みどり自然課） 

○ 埼玉県出張理美容師衛生講習の指定を廃止する告示（生活衛生課） 

○ 保安林の指定予定（森づくり課） 

○ 太田新井土地改良区の定款変更認可（農村整備課） 

○ 県立学校総務事務システムに係る審査確認及びヘルプデスク等業務委託に関する落札

者等の公示（教職員課） 

○ 県道羽生外野栗橋線の区域の変更（行田県土整備事務所） 

○ 県道羽生外野栗橋線の供用の開始（行田県土整備事務所） 

○ 選挙管理委員会の招集（選挙管理委員会） 

 

 



告 
 

示 

埼
玉
県
告
示
第
八
百
六
十
号 

 
越
谷
市
か
ら
越
谷
都
市
計
画
生
産
緑
地
地
区
の
変
更
に
係
る
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の

で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同

法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
図
書
の
写
し
を
埼
玉
県
環
境
部
み
ど
り
自
然
課
に
お

い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

令
和
四
年
八
月
二
十
三
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 



 

告

示 

埼
玉
県
告
示
第
八
百
六
十
一
号 

 
令
和
四
年
埼
玉
県
告
示
第
四
百
七
十
号
（
埼
玉
県
出
張
理
美
容
師
衛
生
講
習
の
指
定
）
は
、
廃

止
す
る
。 

 
 

令
和
四
年
八
月
二
十
三
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

 
 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
八
百
六
十
二
号 

 
次
の
よ
う
に
保
安
林
の
指
定
を
す
る
予
定
で
あ
る
旨
農
林
水
産
大
臣
か
ら
通
知
を
受
け
た
の
で
、

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。 

 
 

令
和
四
年
八
月
二
十
三
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

指
定
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所 

 

埼
玉
県
比
企
郡
小
川
町
大
字
上
古
寺
字
塚
山
九
二
〇
番
一
、
字
柳
沢
九
五
〇
番
一
、
九
五
三

番
一
、
字
奈
良
坂
九
七
〇
番
一
、
字
柿
木
平
一
一
二
一
番
、
一
一
二
四
番
、
字
佛
沢
一
一
三
〇

番
一
、
一
一
三
一
番
一
、
一
一
三
二
番
一
、
一
一
三
四
番
、
一
一
四
〇
番
一
、
字
千
本
立
一
一

四
二
番
一
、
字
小
門
山
一
一
六
三
番
一
、
一
一
六
三
番
七 

二 

指
定
の
目
的 

土
砂
の
流
出
の
防
備 

三 

指
定
施
業
要
件 

イ 

立
木
の
伐
採
の
方
法 

㈠ 

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。 

㈡ 

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に

係
る
市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。 

㈢ 

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

ロ 

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種 

 
 

次
の
と
お
り
と
す
る
。 

 

（
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
埼
玉
県
庁
及
び
小
川
町
役
場
に
備
え
置

い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
） 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
八
百
六
十
三
号 

 
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
土
地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
を
令
和
四
年
八
月
十
八
日
認
可
し
た
。 

 
 

令
和
四
年
八
月
二
十
三
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

名
称 

 
 

太
田
新
井
土
地
改
良
区 

二 

事
務
所
の
所
在
地 

 
 

埼
玉
県
白
岡
市 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
八
百
六
十
四
号 

Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
落
札
者
を
決

定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。 

 
 

令
和
四
年
八
月
二
十
三
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

  



１ 購入等件名及び数量 

  県立学校総務事務システムに係る審査確認及びヘルプデスク等業務委託 一式 

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

  埼玉県教育局教育総務部教職員課県立学校総務事務担当 埼玉県さいたま市浦

和区高砂３丁目15番１号 

３ 落札者を決定した日 

  令和４年６月14日 

４ 落札者の氏名及び住所 

  株式会社日東テクノブレーン 埼玉県所沢市西所沢１丁目14番14号 

５ 落札金額 

  203,731,000円 

６ 契約の相手方を決定した手続 

  一般競争入札 

７ 入札の公告を行った日 

  令和４年５月13日 



告

示 

埼
玉
県
行
田
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
二
十
三
号 

 
道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
の

区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
四
年
八
月
二
十
三
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路
環
境

課
及
び
埼
玉
県
行
田
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

令
和
四
年
八
月
二
十
三
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
行
田
県
土
整
備
事
務
所
長 

酒 

井 

敦 

司 
 

 
 

一 

道
路
の
種
類 

県
道 

二 

路 

線 

名 

羽
生
外
野
栗
橋
線 

三 

道
路
の
区
域 



 

 

新 旧 

旧 

新 
別 

加
須
市
大
越
字
川
圦
二
七
三
〇
番
一

地
先
か
ら 

同
市
外
野
字
本
田
二
〇
三
番
一
地
先

ま
で 

区 
 

 

間 

六
・
九
三 

 
 

 

 
 

～
二
一
・
三
六 

六
・
九
三 

 
 

～
一
七
・
九
〇 

敷
地
の
幅
員 

（
メ
ー
ト
ル
） 

一
一
五
・
九
九 

一
二
一
・
二
四 

延 
 

長 

（
メ
ー
ト
ル
） 

令
和
四
年
三
月
八
日
付
け
埼
玉
県
行

田
県
土
整
備
事
務
所
長
第
五
号
で
告

示
し
た
道
路
区
域
の
変
更
で
あ
る
。 

備 
 

 

考 



告

示 

埼
玉
県
行
田
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
二
十
四
号 

 
道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ

う
に
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
四
年
八
月
二
十
三
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路
環
境

課
及
び
埼
玉
県
行
田
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

令
和
四
年
八
月
二
十
三
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
行
田
県
土
整
備
事
務
所
長 

酒 

井 

敦 

司 
 

 
 



 

羽
生
外
野
栗
橋
線 

路 

線 

名 

加
須
市
大
越
字
川
圦
二
七
三
〇
番
一
地

先
か
ら 

同
市
外
野
字
本
田
二
〇
三
番
一
地
先
ま

で 

供
用
開
始
の
区
間 

令
和
四
年
八
月
二
十
三
日 

供
用
開
始
の
期
日 

令
和
四
年
八
月
二
十
三
日
付
け
埼
玉
県
行
田

県
土
整
備
事
務
所
長
第
二
十
三
号
で
告
示
し

た
道
路
予
定
区
域
の
供
用
開
始
で
あ
る
。 

延
長
一
一
五
・
九
九
メ
ー
ト
ル 

備 
 

 

考 



告

示 

埼
玉
県
選
管
告
示
第
六
十
一
号 

 
埼
玉
県
選
挙
管
理
委
員
会
を
次
の
と
お
り
招
集
す
る
。 

令
和
四
年
八
月
二
十
三
日 

埼
玉
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長 

岡 

田 

昭 

文 
 

 
 

一 

日
時 

令
和
四
年
八
月
二
十
五
日 

 

午
前
十
時 

二 

場
所 

選
挙
管
理
委
員
会
室 

三 

議
題 

 

 

ア 

公
職
選
挙
法
施
行
令
の
規
定
に
よ
る
不
在
者
投
票
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
施
設
の
指
定
に 

 
 

つ
い
て 

 

イ 

そ
の
他 
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